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自動車損害賠償責任保険経費計算基準細則 

 

１．現業部門における社員給与の算出 

（１）１件当たり処理給与額の算出 

ｲ． １人当たり年間給与額を算出する際の給与総額及び所属人員数には、役職者、

アルバイト及び派遣社員を含み、直販社員及び集金専門社員を除く。 

なお、役職者（課長・支社長・所長等）に係る管理業務相当額として役職者

給与及び役職者数の１５％相当を役職者給与総額及び役職者総数から控除し

て計算するものとする。 

ﾛ． 所属人員数は、年度途中における人事異動・入退社変動を考慮して、次のい

ずれかの算式により計算する。 

毎月末現在の該当人員の１２ヶ月分合計÷１２（月） 

（期首現在該当人員＋期末現在該当人員）÷２ 

ﾊ． 実働時間は年間９５，３０５分とする。 

年間実働時間９５，３０５分は、各社の実態調査の結果を平均したものであ

るから、勤務形態が大きく異なる場合には、実態に応じ実働時間を修正するこ

とができる。 

ﾆ． アルバイト及び派遣社員の実働時間の実態が、上記ﾊ．と大きく異なる場合

には、１人１分当たり給与を適正化するため、上記ﾛ.及びﾊ.によらず、年間実

働時間は上記ﾊ.を適用した上で、アルバイト及び派遣社員の所属人員数を修正

することができる。 

ﾎ． 年間総給与額には時間外超過勤務手当を含まない。 

ﾍ． １件当たり処理分数は次のとおりとする。 

契約処理（含異動・解約・取消等）   １８．３分 

損害処理（一括払以外）         ２０７分 

  〃 （一括払・調査事務所へ送付前） ３２１分 

  〃 （一括払・調査事務所から返送後） １３分 

なお、損害処理（一括払以外）には、仮渡金処理を含めることとする。 

 

 

（２）社員給与と人材派遣料の区分 

計算基準７．のなお書きによる社員給与（人件費）と人材派遣料（物件費）

との区分は、営業費、損害調査費ごとに、単位部支店の社員給与総額と人材派

遣料総額の構成比に基づき行う。 
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（３）専担者がいる場合の修正 

社員給与は〔１件当たり処理給与額×取扱件数〕により算出するが、現業部

門で契約処理あるいは事故処理について専担者（アルバイト及び派遣社員を含

む。）を置くか、あるいは専業課・係を設けていて、その処理件数の区別が明ら

かな場合には、専担者あるいは専業課・係の社員給与については実額をそのま

ま固有費とし、その他の者につき上記算式を適用するときは、 

契約処理又は保険金処理１件当たり処理給与額× 

（総取扱件数－専担者・専業課・係の処理件数） 

に修正した上で計算額を出し、それとの合計をもって営業費又は損害調査費の

社員給与とする。 

ただし、専業課・係の事務内容が契約処理又は保険金処理に関する全事務の

一部を集中的に取り扱っているにすぎないため、実態と著しく相違する場合は、

上記算式の専業課等の処理件数について、事務割合に応じた修正をすることが

できる。 

 

（４）契約件数の把握 

ｲ． 自賠責保険の新契約件数は、元受保険料の計上ベースに合わせ、次年度以降

責任開始の契約を除き、前年度以前に受け付けた当年度責任開始契約を加えた

ものとする。 

ﾛ． 営業費を算出する際の取扱件数には証明書再交付の年間処理件数を含める。 

 

 

（５）自賠責保険の事務機械化による人件費の修正 

元受契約処理・事務処理・保険金支払事務等の機械化による機械処理経費のう

ち、人件費の転化した部分は、重複しないよう人件費から控除しなければならな

い。したがって、現業部門の社員給与として算出したもののうち、重複する部分

を可能な限り計算し、これを控除するものとする。 

 

（６）１件当たりの処理分数に含まれない業務に係る社員給与 

１人当たりの年間分数は次のとおりとする。 

営業費 

当面は賦課しない。 

損害調査費 

６３１分とする。 

 

（７）部支店本部社員給与の賦課計算の調整 
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計算基準７－（１）－①－a 及び②－a により、1人当たり年間給与額の計算

から除外した「役職者に係る管理業務相当額」については部支店本部給与総額

に含めるものとする。 

部支店本部の経費を一般管理費に計上している会社は、部支店本部の社員給

与は一般管理費として配賦されるので、営業費及び損害調査費への賦課計算は

行わない。 

 

２．現業部門における物件費の算出 

（１）物件費中固有費として個別に把握する経費 

ｲ． 自賠責保険の経費であることが明らかな支出で、かつ、個別に把握できるも

のは、固有費として計上することを原則とする。 

ﾛ． 給与割及び従事割で賦課する経費は、費目の性格からみて、固有費の把握は

困難なので、省略することができる。 

ﾊ． 件数割で賦課する経費は、少なくとも次の支出は個別に固有費として計上し、

その他の支出は分離把握の手数が掛かるか、固有費の割合が僅少と推定される

場合は、一括計算を行い、かつ、実態に応じた修正をすることができる。 

証明書用紙等自賠責専用の印刷物代 

銀行取扱手数料（実績不明の場合は、約定手数料単価× 

銀行経由取扱件数、で計算する。） 

（２）件数割の算出に用いる元受契約件数 

ｲ． 件数割の算出に当たり他の保険種目との費用区分の均衡を図る趣旨から、次

の換算係数を適用することとする。 

自賠責保険 １０分の１ 

運送保険  会社の実態に沿った換算係数による 

住宅金融支援機構物件  分担会社は月１件 

ﾛ． 当年度１ヶ年の件数の把握が間に合わない場合は、２月末実績に前年度の３

月分を加えたもので計算することができる。 

 

３．総括部門への共通物件費の賦課 

総括部門が入居している建物の使用、管理上の共通経費（例えば、借地借家料・

通信費・消耗品費中の光熱費・雑費中の清掃料等）は面積割・人員割等で総括部

門へ賦課する。 

ただし、これらの経費を一般管理部門の経費として一括計上している場合は、

一般管理費の配賦基準によることができる。 

 

４．自賠責保険に賦課した経費と一般の経費区分との関係 
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自賠責保険に賦課した営業費又は損害調査費は、他種目に優先して行い、次の

とおり計算する。 

ｲ． 自賠責保険営業費として賦課した経費は、他種目との共通営業費の区分を設

けている場合は、これから控除し、該当の経費区分がない場合は他の保険種目

で業務上の関連度合が多い種目の営業費中の固有費から控除する。 

ﾛ． 自賠責保険損害調査費として賦課した経費は、他種目の損害調査費について

上記ｲ．に準じて処理するが、これが困難な場合は、上記ｲ．の順序により営業

費から控除する。 

 

５．経費の分類におけるその他の事業費の取扱い 

その他の事業費は決算書類上は損害調査費並びに営業費及び一般管理費に含ま

れるが、この基準では計算体系上独立した項目として扱った。 

 

６．消費税の賦課 

「当期に負担した消費税総額」とは、法人税法上損金に算入される「資産に係

る控除対象外消費税額」（ただし、可能な限り投資用不動産分を控除する。）をい

う。 

 

７．総括部門の範囲 

「自賠責保険の本社業務・再保険業務等」とは、具体的には次のような業務を

いう。 

・引受指導 

・代理店管理に係る企画・立案 

・事務処理に係る企画・立案・指導 

・再保険業務 

・損害調査に係る指導・審査 

・データ処理 

 

 

以 上 

 


